
１・基本料金

単位数 利用料

２・加算料金(該当する場合)

単位数 利用料

1,086単位 10,860円

要介護3・4・5 1月につき 1,411単位 14,110円

利用料金表
(令和 7 年  ４ 月  １日　以降分)

居宅介護支援事業所 松山市医師会

要介護認定者へ提供する居宅介護支援の利用料は、事業所が市町村等へ請求し直接支払いを受ける(全額
給付)ため、法廷代理受領にて利用者の自己負担はありません
ただし、保険料の滞納等により法廷代理受領できない場合は一旦、下記の利用料金をお支払いいただきます

1単位単価＝10円
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居宅介護支援費(ⅰ)
取扱件数が45件未満

要介護1・2 1月につき

居宅介護支援費(ⅱ)
取扱件数が45件以上60件未満

要介護1・2 1月につき 544単位 5,440円

要介護3・4・5 1月につき 704単位 7,040円

居宅介護支援費(ⅲ)
取扱件数が60件以上

要介護1・2 1月につき 326単位 3,260円

要介護3・4・5 1月につき 422単位 4,220円

加算の種類と算定要件

初回加算
新規または要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成し
た場合

1月につき 300単位 3,000円

入院時情報連携加算(Ⅰ)
利用者が病院又は診療所に入院当日及び入院日以前のうちに、当該病院又は診療所
の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合

1月につき 250単位 2,500円

600単位 6,000円

カンファレンス参加 あり

(連携1回) 600単位 6,000円

入院時情報連携加算(Ⅱ)
利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の
職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合

1月につき 200単位 2,000円

退院・退所加算
入院又は入所をしていた利用者が退院又は退所に当
たって医療機関等から利用者の必要な情報を得た上
で居宅サービス計画を作成した場合

カンファレンス参加 なし

(連携1回) 450単位 4,500円

(連携2回)

(連携2回) 750単位 7,500円

(連携3回) 900単位 9,000円
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３・減算(該当する場合、基本料金から減算されます)

４・その他
片道５～20km 500円
片道20km以上 1,000円

通院時情報連携加算
利用者が医療機関で医師又は歯科医師の診察を受ける時に同席し、医師又は歯科医
師等に情報提供を行い、必要な情報を受けた上で居宅サービス計画等に記録した場合

1月につき 50単位 500円

緊急時等居宅カンファレンス加算
病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを行い、利用者に必
要な居宅サービス等の利用調整を行った場合

1月に
2回を限度

200単位 2,000円

ターミナルケアマネジメント加算
在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又は
その家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に２日以上、利用者又
はその家族の同意を得て居宅を訪問し、利用者の状況を記録及び関係機関との連携を
行った場合

死亡月 400単位 4,000円

特定事業所加算(Ⅰ)

主任介護支援専門員を２名以上配置し、常勤専従の介護
支援専門員を３名以上配置し、質の高いケアマネジメントを
実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たした場
合

1月につき ５19単位 5,190円

特定事業所加算(Ⅱ)
主任介護支援専門員を1名以上配置し、常勤専従の介護支
援専門員を３名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実
施できる体制を整える等、一定の要件を一部満たした場合

１月につき ４21単位 4,210円

特定事業所加算(Ⅲ)
主任介護支援専門員を1名以上配置し、常勤専従の介護支
援専門員を2名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実
施できる体制を整える等、一定の要件を一部満たした場合

１月につき ３23単位 3,230円

項目 減算額

運営基準減算 適正な居宅介護支援が提供できていない場合 基本利用料の５０％

高齢者虐待防止措置
未実施減算

厚生労働大臣が定める高齢者虐待防止のための基準を満
たさない場合

特定事業所加算(A)

主任介護支援専門員を1名以上配置し、常勤専従の介護支
援専門員を1名以上、非常勤の介護支援専門員を１名以上
(非常勤は他事業所と兼務可)配置し、質の高いケアマネジ
メントを実施できる体制を整える等、一定の要件を一部満
たした場合

１月につき １14単位 1,140円

特定事業所医療介護連携加算
特定事業所加算の対象事業所において日頃から医療機関
等との連携を行い退院退所加算、ターミナルケアマネジメン
ト加算の実績要件を満たしている場合

１月につき 125単位 1,250円

2,000円

所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

業務継続計画未策定減算 業務継続計画を策定していない場合 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

交通費 通常の事業の実施地域を超えた地点から 1回につき

特定事業所集中減算
サービスについて特定の事業所の割合が正当な理由なく
80％を超える場合

1月につき 200単位
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